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 事業種別
 事業名

[橋梁]
主要地方道　大阪狭山線（下高野橋）橋梁架替事業

[効果項目]
・交通円滑化効果
　　①走行時間短縮便益
　　②走行経費減少便益
　　③交通事故減少便益

[受益者]
・市民　　・道路利用者　　・地域経済　　・地域社会

[算出方法]
・費用便益分析マニュアル（平成20年11月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）に示され
た手法に準じて実施

[分析結果]
・費用便益比　B／C＝1.52　　　（総便益B：54.5億円、総費用C：35.9億円）

[効果項目]
・老朽化橋梁の架替による災害リスクの減少
・治水環境の改善
・安全で円滑な歩行者・自転車通行空間の確保

[受益者]
・市民　　・道路利用者　　・地域社会　　・地域経済

　現在、新橋の架設及び交通切替は完了しているが、既設橋梁が残存している状態で
あるため、撤去工事を実施し、早期に治水環境の改善を図る必要がある。
　以上のことから、事業としての必要性は依然として高く、平成29年度の事業完了を
めざす。

担　  　当 建設局　道路部　橋梁課　（電話番号：06-6615-6824）

１　再評価理由 国庫補助事業を除く事業で事業再評価した年度から５年目が経過後の年度で継続中のもの

２
　
事
業
概
要

東住吉区　矢田５丁目～矢田７丁目

　主要地方道大阪狭山線は、大阪市東住吉区桑津の国道25号を起点に、東住吉区を南北に縦断
し、松原市などを経て大阪狭山市に至る幹線道路である。
　このうち本路線が大和川を渡る下高野橋は、昭和2年に架橋されてから既に約80年が経過し、老
朽化が著しく、これまでに床版や橋脚の補強を施してきた。
また、道路幅員についても歩道、車道ともに狭隘な幅員となっているほか、治水面において、径
間長は短く、橋脚数が多いなど、課題を抱えている。
　一方、本路線は、地域に密着した主要な生活道路として、通勤や通学など、市民に広く利用さ
れており、沿線地域からも本橋梁の架替や道路の拡幅整備に期待が寄せられている。
　このようなことから、下高野橋の架替拡幅、ならびに取付道路の拡幅整備により、安全で快適
な道路交通を提供し、併せて市民生活の安全性・快適性を確保するものである。

・橋梁架替
　延長　L=540m（うち、橋梁区間190m）
　幅員(新橋)　W= 13m （両側2車線、歩道有り）
　（既設橋：幅員 W=7.8m (両側2車線、歩道有り)）

事業再評価調書（２回目以降）

３
　
事
業
の
必
要
性
の
視
点

・本事業は、下高野橋の架替えを行う事業である。現在、新橋の架設及び交通切替は完了してい
るが、既設橋梁が残存している状態であるため、撤去工事を実施し、早期に治水環境の改善を図
る必要がある。
・本市建設局が管理している橋梁は、戦前に架けられた橋齢70歳を超える高齢橋が多く、適切な
維持管理が求められている。一方で、近年の本市を取り巻く財政状況が非常に厳しいことから、
これまで以上に効率的・効果的な事業実施が必要となっている。このような状況を踏まえ、本市
では、ライフサイクルコスト分析に基づく総合評価により架替要否判定を行うなど、適切で計画
的な維持管理を実践している。
・本橋は、建設局運営方針において、橋梁保全更新計画に基づく老朽化した橋梁の改築・更新の
実施橋梁に位置づけられている。
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事業継続（評価Ａ）

用地取得：880m2 用地取得：880m2

事業採択年度　平成14年度
着 工  年 度　平成14年度
架設完了予定年度 平成23年度
完了予定年度　平成27年度

事業採択年度　　平成14年度
着 工  年 度　　平成14年度
架設完了年度    平成23年度
完了予定年度　　平成29年度

－ 用地取得：700m2 用地取得：700m2

用地取得：880m2

（理由）

８ 今後の取組方針
　　　　　　(案)

５　事業の優先度
　　の視点の評価

[重点化の考え方]
・大阪市橋梁保全更新計画では、本市建設局管理橋梁を対象とし、機能性、健全性、
経済性等を総合的に評価して架替か延命化かを選定し、機能性、健全性不足が著しい
ものについては、架替を含めた抜本対策を実施することとしている。
・本橋は、本市橋梁保全更新計画において架替橋梁として選定されており、また、建
設局運営方針において老朽化した橋梁の改築・更新の実施橋梁に位置づけられてい
る。

６　特記事項
　平成23年の事業再評価における対応方針は「事業継続（Ａ）」であり、現在その方針に沿って
事業を実施している。

７ 対応方針（案）

　本事業は、下高野橋の架替えを行う事業である。現在、新橋の架設及び交通切替は完了し
ているが、既設橋梁が残存している状態であるため、撤去工事を実施し、早期に治水環境の
改善を図る必要がある。
　以上のことから、事業としての必要性は依然として高く、平成29年度の事業完了をめざ
す。

　新橋架設工事が平成23年度に完了し、既設橋梁撤去までの目途も立っていることから、平
成29年度の事業完了をめざす。

用地取得率　80％ 用地取得率　80％
４
　
事
業
の
実
現
見
通
し
の
視
点

事業開始時点
（平成14年4月）

前回評価時点
（平成23年3月）

今回評価時点
（平成28年3月）

事業採択年度　平成14年度
着 工  年 度　平成14年度
完了予定年度　平成25年度

　下高野橋の新橋架設工事については平成23年度に完了している。また、平成24年度
に車道部及び上流側歩道部、平成26年度に下流側歩道部の新橋への交通切替を行っ
た。
　今後は、既設橋撤去工事、取付道路工事（用地取得を含む）を行い、平成29年度の
事業完了をめざす。

　特になし

－ 23億円

32億円 32億円 28.8億円

　交付金事業費を含む橋梁事業費は近年、減少傾向であり、事業中路線において、選択と集中の観点から、優先的
に投資を行う事業と、限定的に行う事業を選定し、進めている状況である。本事業は、重点的に予算を確保してい
るが、国費の内示減により年次計画どおりの予算確保が難しい状況である。
　また、下高野橋取付道路の用地取得の対応に時間を要したため、取付道路工事および既設橋撤去工事が遅れてい
る状況であり、これらの理由から事業が長期化している。

－

25.8億円

－ 72% 89%

　既設橋撤去工事に関して、当初は作業構台を設置し撤去を行う工法で計画していたが河川管理者等関係機関との
協議の結果、河川内に大型土嚢を設置し仮締切を行い作業スペースを確保することが可能となったため総事業費の
変更（減額）を行った。
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■橋梁事業における定量的効果（費用便益分析）について

 橋梁事業で整備される道路の効果に対する定量的な評価（費用便益分析）は、自動車交通の走行環

境改善に資する評価について、国土交通省より発出されている「費用便益分析マニュアル」(平成 20

年 11 月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)に基づき、十分な精度で計測が可能かつ金銭表現が

可能である、「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」に関する便益を算出する。 

○「費用便益分析マニュアル」（平成 20年 11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局）

 自動車交通の走行環境の改善に関する評価

・走行時間短縮便益

・走行経費減少便益

・交通事故減少便益

■算定方法について

１．費用便益分析の基本的な考え方 

・費用便益分析は、ある年次を基準年として道路整備が行われる場合と行われない場合について、 

一定期間の便益額、費用額を算定し、道路整備に伴う便益の増分と費用を比較することにより

分 

析、評価を行う。 

・車道整備に伴う効果としては、「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」につ 

いて便益を算出する。 

・費用としては、道路整備に要する事業費および維持管理に関する費用が挙げられる。 

◇費用便益比＝（総便益の現在価値）÷（総費用の現在価値） 

・総便益の現在価値＝走行時間短縮便益＋走行経費減少便益＋交通事故減少便益 

・総費用の現在価値＝事業費＋維持管理費 

２．費用および便益算出の前提 

・費用便益分析にあたっては、算出した各年度の便益、費用の値を割引率を用いて現在価値に換

算 

し分析する。 

現在価値算出のための割引率 ：４％

基準年次 ：評価時点 

検討年数 ：50年 

  ・本事業は、小規模な事業であるため、交通流推計については、簡略な手法により行うこととす 

る。 



 橋梁整備事業完了後においても、道路ネットワークの変化や車線数の増加も無いことから、

交通量の変動は少ないと想定。

３．便益の算定 

（橋梁整備に伴う便益） 

１）便益算定の考え方 

・各便益は、橋梁の整備が無い場合の費用（損失額）から、橋梁整備がある場合の費用（損失

額）を減じた差として算定する。 

２）「走行時間短縮便益」 

・走行時間費用は、当該路線の走行時間に時間価値原単位を乗じて算定する。 

３）「走行経費減少便益」 

・走行経費は、走行距離単位当りで計測した原単位を用いて算定する。 

４）「交通事故減少便益」 

・交通事故による社会的損失は、事故率を基準とした算定式を用いるほか、過去における人身

事故発生状況に対する損失額を考慮して算定する。 

（総便益の現在価値の算定） 

橋梁整備事業完了後の供用開始年を起算年として、検討期間の各年次における各便益を基準年価

格に割戻し、それらを合計した額が総便益の現在価値となる。 

４．費用の算定 

１）道路整備に要する事業費 

・道路整備に要する事業費は「工事費」、「用地費」、「補償費」が対象となる。 

２）道路の維持管理に要する費用 

・道路の維持管理に要する費用としては「点検調査費」、「補修費」、「塗装塗替費」等が考

えられる。 

・道路維持管理費の設定にあたっては、既存の路線での実績を参考に設定する。 

３）総費用の現在価値の算定 

・事業費については事業期間、維持管理費については検討期間の各年次の費用を基準年価格に

割戻し、それらを合計した額が総費用の現在価値となる。また、再評価時点までの各年次の

費用は、物価変動分を除外するため、最新のＧＤＰデフレーターを用いて、基準年次の実質

価格に変換する。 



（当該橋梁整備事業のある場合） （当該橋梁整備事業のない場合）

・走行時間費用 ・走行時間費用

・走行経費 ・走行経費

・交通事故損失額 ・交通事故損失額

［割引率］

[割引率］

Ｂ／Ｃの算出

評価期間での総便益（Ｃ）評価期間での総便益（Ｂ）

供用年度総便益の算出

検討期間の各年の便益額

走行経費縮小便益

価格基準年での
道路事業費

価格基準年での
維持管理費用

交通事故減少便益

供用年の交通量の算出

旅 行 速 度 の 算 出

供用年の交通量の算出

旅 行 速 度 の 算 出

走行時間短縮便益

検討期間での
維持管理費用

・用地費　

・補償費　

・工事費　

総便益の算出

道路整備に

要する事業費
道路維持管理に

要する事業費

総費用の算出

費用便益分析フロー
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